
①実施動機の確認

②図面等による設備基準の概要確認

③要件のある職種（管理者、サービス管理責任者等）の就 任予定者の確認

※必要書類をすべて揃えたうえで、必ず事前アポイントを取ってご持参ください

※その場で職員が審査を行い、不足書類がある場合は返却いたします

①事業者が提出した書類による人員、設備及び運営基準 の適合確認

②提出書類又は他部局紹介による他法令の適合確認

①指令書の交付

②現地確認

③適切な事業運営について再度確認

社会福祉事業の実施に係る適正の確認（人員・設備・運営基準含む）

事業者による申請書類の提出

申請内容の精査

指定

事前相談から指定までの流れ（熊本市の確認手順）

【事前面談】

事業開始の２か月半以上前

【書類提出】

事業開始の１か月半以上前

【書類審査】

書類受付日から原則３０日以内

【新規指定】

毎月１日での指定


